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明治28年10月「和歌山県土木規則」、『和歌山県統計書』明治38年版・大正２年版をもとに作成�

和歌山の街道�
和歌山県の県道�

　（明治38年12月）�

古
座
街
道
で
す
。�

　
明
治
38
年
11
月
28
日
県
会
で
、
当
局
よ
り
古

座
街
道
（
朝
来
ー
佐
本
ー
古
座
）
の
う
ち
朝
来

ー
佐
本
（
８
里
６
町
）
を
廃
止
し
、
周
参
見
ー

佐
本
（
３
里
12
町
）
に
変
更
す
る
諮
問
が
あ
り

ま
し
た
。
県
会
で
可
決
さ
れ
、
翌
39
年
５
月
24

日
和
歌
山
県
告
示
第
１
０
４
号
で
正
式
に
路
線

変
更
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
中
谷
俊
平
議
員

が
「
峻
険
な
地
形
で
道
路
改
修
で
き
な
い
の
は

古
座
街
道
だ
け
で
は
な
い
。
龍
神
街
道
の
城
ヶ

森
越
え
の
峻
険
さ
は
古
座
街
道
の
比
で
は
な
い
」

と
い
う
よ
う
に
、
な
ぜ
、
古
座
街
道
だ
け
が
短

縮
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。�

����������������������

正
２
年
４
月
１
日
施
行
）
で
、
道
路
実
態
を
踏

ま
え
た
内
容
に
全
面
改
正
さ
れ
ま
す
。�

　
『
和
歌
山
県
統
計
書
』
大
正
元
年
版
に
よ
れ

ば
、
明
治
末
、
改
正
前
の
国
道
（
大
阪
街
道
）

は
３
里
25
町
（
１
里=

36
町=

３
９
２
７
ｍ
）
、

県
道
は
28
路
線
（
熊
野
街
道
３
、
高
野
街
道
３
、

淡
路
街
道
２
路
線
）
１
９
０
里
と
な
っ
て
い
ま

す
。�

古
座
街
道
だ
け
の
路
線
短
縮�

　
県
道
へ
の
昇
格
が
あ
っ
て
も
格
下
げ
が
な
か

っ
た
明
治
期
に
あ
っ
て
、
唯
一
路
線
変
更
に
よ

り
大
幅
に
短
縮
さ
れ
た
の
は
、
総
延
長
18
里
24

町
と
県
内
で
は
熊
野
街
道
に
次
い
で
長
か
っ
た�

����������������������

　
も
と
も
と
県
道
は
県
庁
ー
郡
役
所
な
ど
主
要

地
域
を
結
ぶ
幹
線
道
路
、
由
緒
あ
る
神
社
・
仏

閣
に
通
じ
る
道
路
、
四
通
八
達
の
要
路
が
指
定

さ
れ
て
お
り
、
全
体
と
し
て
は
近
世
か
ら
の
歴

史
的
な
街
道
が
多
く
、
必
ず
し
も
道
路
状
態
を

反
映
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。�

　
県
当
局
か
ら
す
れ
ば
「
道
路
政
策
上
重
要
な

道
に
変
わ
り
が
な
い
。
財
源
に
余
裕
が
で
き
た

ら
改
修
で
き
る
の
で
、
県
道
の
ま
ま
で
も
、
別

に
不
都
合
は
な
い
で
は
な
い
か
」
と
い
う
こ
と

で
し
ょ
う
が
、
明
治
42
年
12
月
６
日
の
県
会
で

こ
れ
以
上
放
置
で
き
な
い
と
の
「
道
路
河
川
港

湾
に
関
す
る
建
議
」
が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。�

重
み
の
あ
る
議
長
提
案
建
議�

　
県
会
議
長
垣
内
太
郎
本
人
が
提
案
者
と
な
っ

た
異
例
の
建
議
で
、
垣
内
の
提
案
理
由
説
明
は

当
時
の
道
路
事
情
を
よ
く
物
語
っ
て
い
ま
す
。�

　
「
凡
そ
県
の
福
利
を
増
進
す
る
に
は
、
殖
産

興
業
の
発
展
を
図
ら
ざ
る
を
得
ず
。
そ
の
発
展

に
は
、
道
路
河
川
港
湾
の
改
築
修
築
に
力
を
尽

く
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
明
治
28
年
土
木
規
則
に

よ
り
、
県
費
支
弁
、
県
費
補
助
、
町
村
費
支
弁

の
３
者
に
分
け
た
が
、
規
則
制
定
以
来
10
数
年

経
過
し
、
今
や
有
名
無
実
の
箇
所
が
多
い
。
こ

の
ま
ま
い
つ
ま
で
も
放
置
す
る
と
、
県
下
町
村

の
迷
惑
す
る
と
こ
ろ
実
に
大
で
あ
る
。
た
と
え

道
が
荒
廃
し
て
い
よ
う
と
、
規
則
上
県
道
で
あ

れ
ば
町
村
で
は
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
。
川
上

知
事
の
英
断
に
よ
り
、
速
や
か
に
改
正
す
る
こ

と
を
期
待
し
、
建
議
を
提
出
し
た
」�

　
理
に
か
な
っ
た
建
議
で
あ
り
、
道
路
規
則
改

正
の
機
も
熟
し
て
い
た
た
め
、
こ
れ
を
き
っ
か

け
に
改
正
作
業
が
動
き
出
し
、
前
号
「
大
正
時

代
の
高
野
街
道
」
の
と
お
り
明
治
45
年
６
月
「
道

路
に
関
す
る
経
費
支
弁
並
び
に
補
助
規
則
」
（
大�

　�

����

　
現
在
は
海
岸
線
を
回
る
国
道
42
号
線
で
す
が
、

か
つ
て
の
熊
野
古
道
・
熊
野
街
道
の
時
代
は
田

辺
か
ら
内
陸
に
入
る
中
辺
路
が
メ
イ
ン
ル
ー
ト

で
し
た
。
い
つ
ご
ろ
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
本

線
が
大
辺
路
側
に
移
行
し
て
い
っ
た
の
で
し
ょ

う
か
。
今
回
は
古
座
街
道
、
熊
野
街
道
を
中
心

に
、
明
治
期
の
街
道
の
変
遷
を
た
ど
り
ま
す
。�

��

　
明
治
９
年
太
政
官
達
第
60
号
で
、
国
道
・
県

道
・
里
道
が
区
分
さ
れ
、
和
歌
山
県
で
は
、
京

橋
里
程
元
標
か
ら
雄
ノ
山
峠
を
越
え
る
大
阪
街

道
が
唯
一
の
国
道
と
な
り
、
大
和
街
道
・
熊
野

街
道
・
淡
路
街
道
・
高
野
街
道
・
龍
神
街
道
な

ど
が
最
初
の
県
道
と
な
り
ま
し
た
。�

　
そ
の
後
も
和
歌
山
県
は
重
要
路
線
を
順
次
県

道
に
組
み
入
れ
て
い
き
ま
す
。
と
く
に
明
治
33�

年
11
月
県
令
第
83
号
で
は
最
多
と
な
る
９
路
線

を
編
入
し
ま
し
た
。
明
治
期
の
県
道
は
ほ
ぼ
こ

の
段
階
で
か
た
ま
り
、
以
後
明
治
35
年
２
月
の

古
座
街
道
の
編
入
だ
け
で
す
。�

名
称
だ
け
の
県
道�

　
和
歌
山
県
で
は
県
道
の
新
規
編
入
だ
け
は
し

ま
し
た
が
、
一
度
県
道
に
し
た
ら
最
後
、
道
路

状
態
に
か
か
わ
ら
ず
い
つ
ま
で
経
っ
て
も
県
道

の
ま
ま
で
し
た
。
そ
の
結
果
、
高
野
街
道
麻
生

津
峠
越
、
龍
神
街
道
城
ヶ
森
越
、
熊
野
街
道
（
中

辺
路
）
の
大
雲
取
越
・
小
雲
取
越
な
ど
ほ
と
ん

ど
人
が
通
ら
な
い
道
や
、
廃
道
状
態
の
道
で
も
、

県
道
と
し
て
存
続
し
ま
し
た
。�
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案
に
よ
る
「
熊
野
中
道
」
に
関
す
る
も
の
で
す
。�

「
従
来
東
西
牟
婁
両
郡
は
熊
野
中
辺
路
大
辺
路

街
道
の
２
公
道
あ
る
が
、
県
道
と
は
名
ば
か
り

で
他
郡
の
里
道
並
で
あ
る
。
現
在
補
助
里
道
で

あ
る
朝
来
村
、
生
馬
村
か
ら
古
座
に
通
じ
る
里�

道
か
ら
車
道
へ
の
改
修
は
、�

あ
る
程
度
の
遠
回
り
は
避
け�

ら
れ
ま
せ
ん
。�

　
そ
れ
に
し
て
も
、
鹿
ヶ
瀬�

峠
と
潮
見
峠
の
迂
回
路
で
あ�

る
水
越
峠
ー
由
良
ル
ー
ト
と�

西
谷
ー
真
砂
ル
ー
ト
は
、
ル�

ー
ト
選
定
の
問
題
も
あ
り
、�

大
幅
な
距
離
延
長
で
し
た
。�

　
水
越
峠
越
え
は
明
治
39
年�

度
か
ら
42
年
度
に
か
け
て
、�

総
額
４
万
２
５
６
０
円
で
開�

設
さ
れ
た
津
木
回
り
に
変
更�

さ
れ
、
国
道
42
号
線
と
し
て�

復
活
す
る
の
は
、
半
世
紀
以�

上
経
過
し
た
昭
和
40
年
の
こ�

と
で
し
た
。�

　
ま
た
、
西
谷
ル
ー
ト
も
、�

朝
来
か
ら
富
田
川
沿
い
に
さ�

か
の
ぼ
る
「
朝
来
街
道
」�

（
明
治
33
年
県
道
に
昇
格
）�

に
、
事
実
上
熊
野
街
道
と
し�

て
の
役
割
を
奪
わ
れ
ま
し
た
。�

「
朝
来
街
道
」
は
、
大
正
２�

年
４
月
よ
り
正
式
に
県
道�

「
中
辺
路
筋
熊
野
街
道
」
に�

組
み
込
ま
れ
ま
し
た
。�

道
路
県
会�

　
明
治
20
年
度
予
算
を
審
議�

し
た
明
治
19
年
11�
月
の
県
会�

は
、
由
良
や
真
砂
の
迂
回
路
だ
け
で
な
く
、
街

道
整
備
に
関
す
る
い
く
つ
も
の
建
議
が
可
決
さ

れ
、
ま
さ
に
道
路
県
会
の
様
相
を
呈
し
ま
し
た
。�

　
こ
の
時
の
建
議
で
特
に
重
要
な
の
は
、
西
牟

婁
郡
（
田
辺
町
）
選
出
の
小
幡
儼
太
郎
議
員
提�

通
れ
る
車
道
へ
の
改
修
を
目
指
し
ま
し
た
。�

　
和
歌
山
県
で
初
め
て
の
大
規
模
な
道
路
改
修

は
よ
う
や
く
明
治
20
年
度
の
こ
と
で
し
た
。
明

治
10
年
代
、
１
万
５
千
円
〜
２
万
円
で
推
移
し

て
い
た
和
歌
山
県
の
道
路
橋
梁
費
決
算
額
は
、

明
治
20
年
度
に
は
一
挙
に
５
万
３
千
円
に
跳
ね

上
が
り
、
熊
野
街
道
鹿
ヶ
瀬
峠
（
有
田
・
日
高

郡
界
）
と
潮
見
峠
（
西
牟
婁
郡
上
三
栖
・
栗
栖

川
間
）
を
迂
回
す
る
車
道
を
開
設
し
ま
し
た
。�

　
改
修
費
は
そ
れ
ぞ
れ
１
万
６
６
３
１
円
、
１

万
４
８
４
９
円
と
な
り
、
そ
れ
ま
で
の
１
年
分

の
道
路
橋
梁
費
に
匹
敵
す
る
大
事
業
で
し
た
。�

　
人
道
と
車
道
（
１
間
半=

２
・
７
ｍ
以
上
）

の
ち
が
い
は
、
幅
員
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

人
が
歩
く
道
は
少
々
勾
配
が
あ
っ
て
も
最
短
コ

ー
ス
を
通
り
ま
す
が
、
重
い
荷
物
を
積
ん
だ
荷

車
は
急
勾
配
で
は
無
理
で
す
。
そ
の
た
め
、
人�

������������������

　
決
し
て
新
区
間
（
周
参
見
ー
佐
本
）
の
改
修

を
急
い
だ
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。�

������������������

　
古
座
街
道
は
わ
ず
か
４
年
前
の
明
治
35
年
２

月
10
日
県
告
示
第
37
号
に
よ
り
県
道
に
な
っ
た

ば
か
り
の
明
治
期
最
後
の
県
道
で
す
。
極
め
て

不
可
解
な
古
座
街
道
の
路
線
変
更
で
す
が
、
こ

れ
に
は
和
歌
山
県
道
路
政
策
の
根
幹
に
関
わ
る

大
き
な
問
題
、
す
な
わ
ち
田
辺
ー
新
宮
間
の
熊

野
街
道
本
線
の
ル
ー
ト
選
定
と
密
接
に
絡
み
合

っ
て
い
ま
し
た
。�

　
話
は
明
治
19
年
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。�

��

最
初
の
熊
野
街
道
大
改
修�

　
県
は
幹
線
道
路
に
つ
い
て
は
、
生
活
道
路
と

し
て
の
人
々
の
往
来
だ
け
で
な
く
、
産
業
道
路

と
し
て
も
通
用
す
る
よ
う
に
荷
車
や
人
力
車
の�
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県
会
は
、
大
辺
路
改
修
案
を
否
決
し
（
発
議

者
　
久
下
豊
忠
）
、
直
後
の
通
常
会
で
熊
野
中

道
改
修
を
再
確
認
す
る
建
議
を
可
決
し
ま
し
た

（
提
案
者
　
垣
内
太
郎
・
国
中
太
郎
・
山
本
弥

太
郎
）。�

「
本
県
会
及
び
当
局
は
時
期
が
到
来
す
れ
ば
、

熊
野
中
道
を
改
修
す
る
こ
と
は
明
治
19�
年
か
ら

の
経
緯
で
決
ま
っ
て
い
る
。
将
来
民
力
に
余
裕

が
出
来
、
熊
野
街
道
を
改
修
す
る
際
に
は
中
道

を
改
修
さ
れ
た
い
」�

　
県
会
が
熊
野
街
道
本
線
と
し
て
、
熊
野
中
道

を
押
す
限
り
、
大
辺
路
改
修
は
容
易
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
県
当
局
も
自
重
し
て
、
翌

明
治
34
年
と
35
年
度
の
予
算
案
で
大
辺
路
は
修

繕
に
と
ど
ま
り
ま
す
。
35
年
度
で
は
そ
の
修
繕

費
で
す
ら
、
１
千
３
百
円
減
額(

発
議
者 

島
元

豊
太
郎
）さ
れ
、
明
治
35
年
２
月
に
は
熊
野
中
道

が
正
式
に
県
道「
古
座
街
道
」と
な
り
ま
し
た
。�

大
辺
路
改
修
の
難
航�

　
田
辺
か
ら
新
宮
ま
で
の
熊
野
街
道
本
線
と
し

て
、
大
辺
路
派
の
県
当
局
と
古
座
街
道
派
の
県

会
が
真
っ
向
か
ら
対
立
し
た
の
は
、
明
治
35
年

11
月
通
常
会
で
し
た
。�

������������

月
水
害
で
は
、
西
牟
婁
郡
を
中
心
に
被
害
は
県

下
全
域
に
お
よ
び
、
１，
２
４
７
人
が
死
亡
し
、

家
屋
の
流
失
・
全
壊
は
５，
１
９
９
戸
を
数
え

ま
し
た
。
明
治
以
降
、
本
県
を
襲
っ
た
自
然
災

害
と
し
て
は
、
昭
和
28
年
の
７
・
１
８
水
害
に

匹
敵
し
ま
す
。�

　
明
治
22
年
水
害
の
災
害
復
旧
費
は
市
町
村
土

木
補
助
費
の
災
害
復
旧
分
15
万
円
を
合
わ
せ
て

65
万
円
と
な
り
、
そ
れ
だ
け
で
当
時
の
県
財
政

２
年
分
に
相
当
し
ま
し
た
。�

　
明
治
22
年
水
害
で
大
き
な
打
撃
を
受
け
た
和

歌
山
県
で
は
、
生
活
・
産
業
基
盤
と
し
て
の
道

路
整
備
よ
り
、
生
命
・
財
産
を
守
る
河
川
改
修

を
優
先
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
20
年
代
は
26

年
８
月
、
29
年
９
月
に
も
大
規
模
な
水
害
が
発

生
し
、
災
害
復
旧
に
忙
殺
さ
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。�

��

大
辺
路
に
傾
く
県
当
局�

　
和
歌
山
県
に
道
路
改
修
の
余
裕
が
で
て
き
た

の
は
、
よ
う
や
く
明
治
30
年
代
に
入
っ
て
か
ら

で
す
。
明
治
19
年
当
時
は
小
幡
議
員
の
斬
新
な

提
案
に
飛
び
つ
い
た
県
当�

局
で
す
が
、
10
年
経
過
す�

る
な
か
で
、
熊
野
街
道
本�

線
と
し
て
選
択
し
た
の
は
、�

熊
野
中
道
で
は
な
く
大
辺�

路
で
し
た
。
明
治
33
年
11��

月
の
臨
時
県
会
で
、
国
費�

に
移
管
さ
れ
た
監
獄
費
の�

不
用
額
を
財
源
と
し
た
33��

年
度
追
加
予
算
案
に
大
辺�

路
改
修
が
盛
り
込
ま
れ
ま�

し
た
。�

建
議
に
は
県
側
も
同
意
し
、
翌
明
治
20
年
12
月

県
会
で
、
熊
野
中
道
を
熊
野
街
道
本
線
と
し
て

改
修
す
る
旨
の
諮
問
を
行
い
ま
し
た
。
前
年
の

建
議
が
容
れ
ら
れ
た
県
会
は
も
ち
ろ
ん
可
決
し

ま
す
が
、
同
じ
県
会
で
こ
れ
に
水
を
差
す
「
県

下
熊
野
街
道
工
事
は
御
諮
問
の
通
り
熊
野
中
道

を
以
て
改
修
の
路
線
と
す
る
こ
と
が
可
決
さ
れ

た
と
こ
ろ
だ
が
、
今
一
度
専
門
技
術
士
を
し
て

実
地
の
精
査
を
遂
げ
ら
れ
た
い
」
と
い
う
「
熊

野
街
道
実
地
精
査
ノ
義
建
議
」
（
提
案
者
不
明
）

も
可
決
さ
れ
ま
し
た
。�

������������������

明
治
22
年
大
水
害�

　
明
治
19
年
か
ら
20
年
に
か
け
て
、
和
歌
山
県

で
は
道
路
改
修
機
運
が
一
気
に
盛
り
上
が
り
ま

し
た
が
、
そ
の
後
本
県
を
相
次
い
で
襲
っ
た
水

害
へ
の
対
応
に
追
わ
れ
て
、
道
路
改
修
ど
こ
ろ

で
は
な
く
な
り
ま
し
た
。
と
く
に
明
治
22
年
８�

程
16
里
の
古
座
往
来
は
東
西
牟
婁
物
産
の
巣
窟

に
し
て
大
辺
路
よ
り
里
数
凡
そ
４
里
短
い
。
田

辺
よ
り
新
宮
へ
達
す
る
車
道
開
設
は
こ
の
路
線

を
お
い
て
他
に
な
い
。
こ
の
路
線
を
地
方
税
支�

������������������

弁
道
路
に
編
入
し
、
今
後
、
熊
野
街
道
の
う
ち

中
辺
路
を
熊
野
上
道
、
本
建
議
路
線
を
熊
野
中

道
、
大
辺
路
を
熊
野
下
道
と
改
称
さ
れ
た
い
」�

　
現
に
国
道
42
号
線
が
海
岸
沿
い
に
走
っ
て
い

る
今
の
感
覚
で
は
、
想
像
も
出
来
な
い
こ
と
で

す
が
、
朝
来
ー
生
馬
ー
宇
津
木
峠
ー
宇
津
木
ー

城
ー
大
附
ー
法
師
峠
ー
佐
本
ー
古
座
の
山
間
を

通
る
道
を
牟
婁
郡
の
３
本
目
の
県
道
に
編
入
し
、

中
辺
路
、
大
辺
路
に
か
わ
っ
て
、
熊
野
街
道
の

本
線
に
す
べ
き
と
い
う
建
議
で
す
。�

熊
野
街
道
本
線
は
熊
野
中
道
に
決
定�

　
当
時
、
県
会
の
建
議
は
県
当
局
か
ら
、
無
視

さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の�
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熊
野
街
道
本
線
の
決
着
が
つ
か
な
か
っ
た
わ
け

で
す
。�

理
想
的
な
法
師
峠�

　
古
座
街
道
の
長
所
は
、
宇
津
木
か
ら
佐
本
ま

で
の
中
間
部
で
す
。
城
川
沿
い
に
除
々
に
高
度

を
上
げ
、
法
師
峠
西
麓
の
大
附
側
の
と
り
つ
き

で
は
す
で
に
標
高
は
３
０
０
ｍ
に
な
っ
て
い
ま

す
。
法
師
峠
は
標
高
４
０
０
ｍ
に
す
ぎ
な
い
峠

で
す
が
、
紀
南
を
代
表
す
る
大
河
日
置
川
と
古

座
川
の
最
も
南
に
位
置
す
る
分
水
嶺
で
す
。
東

麓
の
栗
垣
内
側
も
標
高
３
０
０
ｍ
あ
り
、
高
度

差
わ
ず
か
１
０
０
ｍ
の
峠
越
え
で
、
日
置
川
水

系
か
ら
古
座
川
水
系
に
最
短
コ
ー
ス
で
入
れ
る

理
想
的
な
経
路
で
す
。
ま
た
、
古
座
川
本
流
沿

い
の
区
間
も
、
街
道
自
体
の
整
備
状
況
は
と
も

か
く
、
河
口
か
ら
真
砂
ま
で
の
水
運
を
併
用
で

き
る
利
点
が
あ
り
ま
し
た
。�

������������������

か
ら
の
要
望
と
い
う
よ
り
、
県
の
道
路
政
策
そ

の
も
の
で
し
た
。�

活
発
な
紀
北
選
出
議
員�

　
ま
た
、
県
会
議
員
で
も
地
元
議
員
は
表
に
は

出
て
き
て
い
ま
せ
ん
。
明
治
19
年
「
熊
野
中
道
」�

建
議
の
提
案
者
こ
そ
田
辺
町
の
小
幡
儼
太
郎
議

員
で
し
た
が
、
明
治
33
年
以
降
古
座
街
道
推
進

派
は
、
海
草
郡
の
垣
内
太
郎
、
国
中
太
郎
、
有

田
郡
の
山
本
弥
太
郎
、
和
歌
山
市
の
久
下
豊
忠
、

那
賀
郡
の
小
壺
長
之
助
と
い
ず
れ
も
地
元
と
の

利
害
関
係
の
な
い
紀
北
の
議
員
で
し
た
。�

　
紀
北
の
議
員
に
も
人
馬
の
通
行
す
ら
困
難
な

大
辺
路
の
難
路
ぶ
り
は
浸
透
し
て
い
ま
し
た
。�

と
く
に
、
土
木
委
員
と
し
て
明
治
35
年
４
月
よ

り
、
道
路
調
査
を
進
め
て
い
た
国
中
太
郎
議
員

は
、
大
辺
路
の
現
状
を
熟
知
し
て
い
ま
し
た
。�

　
こ
れ
に
対
し
て
、
明
治
20
年
度
の
２
大
道
路

改
修
事
業
で
、
ほ
と
ん
ど
人
の
通
ら
な
い
道
を

作
っ
て
し
ま
っ
た
県
当
局
に
は
大
辺
路
の
優
位

性
を
説
得
す
る
力
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
前

号
の
高
野
車
道
計
画
の
よ
う
に
、
県
会
が
大
規

模
道
路
改
修
に
反
対
す
る
時
は
、
つ
ね
に
鹿
ヶ

瀬
峠
と
潮
見
峠
の
迂
回
路
が
引
き
合
い
に
出
さ

れ
た
ほ
ど
で
す
。�

��

　
当
時
、
大
辺
路
が
難
路
だ
っ
た
に
し
て
も
、

な
ぜ
県
会
は
こ
こ
ま
で
強
硬
に
古
座
街
道
に
こ

だ
わ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。�

　
県
会
議
員
は
、
決
し
て
明
治
19
年
建
議
、
20

年
諮
問
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
い
き
さ
つ
だ
け
に

と
ら
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
ま
し
て
や
単
に
紀

南
の
道
路
改
修
の
足
を
引
っ
張
り
た
か
っ
た
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
古
座
街
道
に
は
大
辺
路
を

し
の
ぐ
材
料
も
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
20
年
近
く
、�

������������

重
な
り
、
明
治
37
年
２
月
19
日
内
務
省
か
ら
、

事
業
延
期
を
命
じ
ら
れ
ま
し
た
。�

��
長
距
離
路
線
は
県
主
導�

　
当
時
の
県
道
整
備
は
、
ふ
つ
う
寄
付
金
や
用

地
の
無
償
提
供
を
伴
っ
た
地
元
の
強
い
要
望
が

あ
っ
て
初
め
て
実
現
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

古
座
街
道
と
大
辺
路
に
つ
い
て
は
『
和
歌
山
県

議
会
史
』
を
見
る
限
り
、
地
元
の
誘
致
合
戦
の

形
跡
は
全
く
あ
り
ま
せ
ん
。
ふ
た
つ
の
長
距
離

路
線
は
幹
線
道
路
と
は
い
え
人
家
の
途
絶
え
た

区
間
が
長
く
、
全
体
と
し
て
は
決
し
て
身
近
な

生
活
道
で
は
な
か
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
ま
す
。�

　
明
治
33
年
以
降
、
和
歌
山
ー
田
辺
ー
新
宮
間

の
人
や
物
資
の
移
動
は
も
っ
ぱ
ら
大
阪
商
船
㈱

の
貨
客
船
が
担
っ
て
い
ま
し
た
。
県
に
と
っ
て

は
、
い
か
に
海
運
が
発
達
し
よ
う
と
、
天
候
に

左
右
さ
れ
な
い
田
辺
ー
新
宮
間
の
幹
線
陸
路
の

整
備
が
悲
願
で
し
た
が
、
一
般
に
は
い
つ
完
成

す
る
か
分
か
ら
な
い
大
辺
路
や
古
座
街
道
の
改

修
に
は
、
あ
ま
り
関
心
が
払
わ
れ
て
い
ま
せ
ん

で
し
た
。
大
辺
路
や
古
座
街
道
の
改
修
は
県
民�

　
明
治
36
年
度
予
算
案
に�

大
辺
路
改
修
を
盛
り
込
ん�

だ
県
当
局
に
対
し
、
ま
ず�

小
壺
長
之
助
議
員
は
「
昨�

年
、
参
与
員
（
　
　
　
　�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）�

は
大
辺
路
は
通
常
修
繕
と�

公
言
し
た
ば
か
り
で
は
な�

い
か
」
と
反
対
し
ま
す
。�

　
樺
山
喜
平
次
内
務
部
長�

は
「
大
辺
路
は
軽
易
な
修�

繕
で
は
、
か
え
っ
て
費
用�

が
か
さ
む
。
中
道
は
県
道
に
組
み
込
ん
だ
も
の

の
、
改
修
に
は
膨
大
な
費
用
が
か
か
り
、
調
査

も
未
済
」
と
突
っ
ぱ
ね
た
た
め
、
国
中
太
郎
議

員
か
ら
「
樺
山
参
与
員
の
答
弁
は
不
審
な
り
」

と
猛
反
発
を
受
け
ま
す
。�

　
県
参
事
会
を
代
表
し
て
東
牟
婁
郡
選
出
の
田

原
斎
二
議
員
が
「
県
道
と
は
名
ば
か
り
の
串
本

ー
袋
間
の
海
岸
波
打
際
の
道
と
有
田
（
　
　
　

　
）
の
逢
坂
峠
切
下
工
事
の
２
箇
所
で
、
改
修

と
い
っ
て
も
幅
員
わ
ず
か
１
間
で
あ
る
。
同
じ

改
修
と
い
う
言
葉
で
も
中
道
で
い
う
車
道
へ
の

改
修
と
は
意
味
が
違
う
」
と
苦
し
い
表
現
な
が

ら
原
案
を
支
持
し
た
こ
と
も
あ
り
、
よ
う
や
く

大
辺
路
改
修
が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。�

　
と
は
い
え
、
こ
の
段
階
で
は
熊
野
街
道
本
線

が
大
辺
路
に
確
定
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

審
議
内
容
か
ら
し
て
も
、
ご
く
短
い
区
間
の
小

規
模
な
改
修
が
認
め
ら
れ
た
だ
け
で
、
県
会
は

依
然
古
座
街
道
で
す
。�

　
そ
の
上
、
田
原
議
員
の
説
明
に
も
あ
る
よ
う

に
、
県
会
に
遠
慮
し
て
十
分
な
改
修
費
を
予
算

化
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
設
計
段
階
か
ら
難
航

し
、
工
事
着
手
が
遅
れ
、
日
露
戦
争
勃
発
と
も�
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新
古
座
街
道�

　
明
治
39
年
５
月
、
古
座
街
道
の
う
ち
佐
本
ー

朝
来
間
が
廃
止
さ
れ
、
新
し
く
佐
本
か
ら
大
谷
・

防
己
を
通
り
獅
子
目
峠
を
越
え
周
参
見
川
に
沿

っ
て
下
り
、
周
参
見
で
大
辺
路
に
合
流
す
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
う
ち
防
己
ー
周
参
見

は
、
も
と
の
県
費
補
助
里
道
「
小
河
内
越
佐
本

往
来
」
で
す
。�

　
こ
の
路
線
変
更
に
よ
っ
て
、
古
座
街
道
は
熊

野
中
道
と
し
て
の
熊
野
街
道
の
役
割
を
喪
失
し

ま
す
。
古
座
街
道
は
古
座
か
ら
古
座
川
と
周
参

見
川
の
上
流
部
を
経
由
し
て
周
参
見
に
通
じ
る

地
方
路
線
と
な
り
ま
し
た
。�

�����������������

　
本
記
事
は
『
和
歌
山
県
議
会
史
』
『
和
歌
山

県
統
計
書
』
『
和
歌
山
県
誌
』
、
谷
口
秀
峰
編

『
和
歌
山
県
現
行
法
規
坤
巻
』
、
『
和
歌
山
県

史
』
近
現
代
史
料
３
な
ど
を
参
考
に
し
ま
し
た
。�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
森
脇
　
義
夫
）�

�����������������

　
こ
の
３
年
間
で
県
当
局
は
路
線
面
で
の
大
辺

路
の
優
位
性
を
水
面
下
で
県
会
を
説
得
で
き
た

の
か
、
あ
る
い
は
実
現
間
近
に
見
え
た
道
路
法

制
定
に
向
け
て
、
国
道
昇
格
を
に
ら
ん
で
何
か

策
が
あ
っ
た
の
か
不
明
で
す
。�

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
明
治
19
年
以
来
、
実
に

20
年
近
く
に
お
よ
ん
だ
熊
野
街
道
本
線
を
巡
る

大
辺
路
と
古
座
街
道
の
争
い
に
よ
う
や
く
終
止

符
が
打
た
れ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。�

　
一
見
不
可
解
に
見
え
る
古
座
街
道
の
路
線
変

更
は
熊
野
街
道
本
線
が
大
辺
路
に
確
定
し
た
こ

と
に
伴
う
必
然
的
帰
結
で
し
た
。�

　
明
治
39
年
度
か
ら
始
ま
る
大
辺
路
大
改
修
は
、

明
治
期
を
通
じ
て
県
内
最
大
の
道
路
工
事
と
な

り
ま
し
た
。
『
和
歌
山
県
誌
』
に
よ
れ
ば
、
大

正
２
年
度
ま
で
の
８
年
間
で
10
万
２
千
円
を
投

じ
て
、
串
本
か
ら
周
参
見
ま
で
幅
１
間
の
人
道

が
開
通
し
ま
し
た
。�

向
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。�

��

柔
軟
な
大
辺
路�

　
大
辺
路
に
し
て
も
、
古
座
街
道
に
し
て
も
、

熊
野
街
道
本
線
と
し
て
改
修
す
る
に
は
、
何
ヶ

所
か
の
路
線
変
更
は
避
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
地
形

的
に
路
線
変
更
の
余
地
が
少
な
い
古
座
街
道
と

比
較
し
て
、
海
岸
近
く
を
通
る
大
辺
路
は
多
様

な
ル
ー
ト
選
定
が
可
能
で
し
た
。�

　
と
こ
ろ
で
、
熊
野
街
道
本
線
が
大
辺
路
と
古

座
街
道
で
揺
れ
て
い
る
間
、
か
つ
て
の
メ
イ
ン

ル
ー
ト
中
辺
路
は
何
を
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う

か
。�

　
田
辺
ー
新
宮
間
の
幹
線
道
路
と
し
て
は
、
大

雲
取
越
（
最
高
地
点
標
高
８
７
０
ｍ
）
・
小
雲

取
越
（
５
０
０
ｍ
）
を
か
か
え
る
中
辺
路
が
真

っ
先
に
脱
落
し
て
い
ま
し
た
。�

　
な
お
、
当
時
新
宮
ー
本
宮
間
は
ほ
と
ん
ど
熊

野
川
の
水
運
だ
け
に
た
よ
っ
て
お
り
、
県
費
支

弁
里
道
「
十
津
川
街
道
」
と
し
て
陸
路
の
整
備

が
始
ま
る
の
は
大
正
２
年
度
以
降
の
こ
と
で
す
。�

大
辺
路
大
改
修�

　
日
露
戦
争
終
了
後
の
明
治
38
年
11
月
県
会
で

３
年
ぶ
り
に
大
辺
路
改
修
が
予
算
計
上
さ
れ
、

冒
頭
で
記
し
た
古
座
街
道
の
路
線
変
更
が
諮
問

さ
れ
ま
し
た
。
県
会
は
大
辺
路
改
修
を
通
過
さ

せ
る
と
と
も
に
、
路
線
変
更
に
つ
い
て
も
、
廃

止
区
間
も
補
助
里
道
の
資
格
だ
け
は
残
す
と
い

う
軽
易
な
条
件
を
付
し
て
あ
っ
さ
り
認
め
ま
し

た
。�

　
大
辺
路
改
修
に
反
対
し
、
古
座
街
道
の
改
修

を
強
硬
に
主
張
し
て
い
た
つ
い
３
年
前
ま
で
の

県
会
か
ら
は
、
考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
豹
変
ぶ

り
で
す
。�

峻
険
な
宇
津
木
峠�

　
古
座
街
道
の
難
点
の
ひ
と
つ
は
、
佐
本
か
ら

古
座
川
本
流
域
に
下
る
ル
ー
ト
で
す
。
こ
の
区

間
の
佐
本
川
は
あ
ま
り
に
も
急
峻
な
渓
谷
を
刻

ん
で
い
る
た
め
、
川
沿
い
に
道
を
通
せ
ず
、
大

き
く
北
に
迂
回
し
た
堀
切
峠
越
え
と
な
り
、
添

野
川
・
佐
田
を
経
由
し
ま
す
。
こ
の
遠
回
り
が

あ
る
た
め
、
小
幡
議
員
が
い
う
ほ
ど
大
辺
路
に

く
ら
べ
て
も
近
道
に
な
り
ま
せ
ん
。�

　
し
か
し
、
最
終
的
に
古
座
街
道
が
大
辺
路
に

敗
れ
た
路
線
面
で
の
致
命
的
欠
陥
は
富
田
川
水

系
か
ら
日
置
川
水
系
に
入
る
峻
険
な
宇
津
木
峠

（
標
高
５
０
０
ｍ
）
で
す
。
生
馬
（
鳥
淵
）
側�

������������������

ふ
も
と
の
標
高
は
１
０
０
ｍ
、
宇
津
木
側
は
50�

ｍ
な
の
で
、
高
度
差
４
０
０
〜
４
５
０
ｍ
の
峠

越
え
は
完
全
な
登
山
で
す
。
車
道
は
も
ち
ろ
ん

不
可
能
で
す
が
、
人
道
と
し
て
も
近
代
の
道
路�

６�

文書館だより�

⑨古座川（古座川町明神地区）�

⑧日置川から宇津木峠（写真中央の山頂付近）�

⑩新旧古座街道が分岐するすさみ町佐本追川地区（旧佐本村）�
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こ
の
目
録
に
は
、
中
世
か
ら
近
代
（
昭
和
一

五
年
）
ま
で
の
文
書
資
料
約
四
七
五
〇
点
を
収

録
し
て
い
ま
す
。�

　
現
那
賀
郡
粉
河
町
荒
見
（
近
代
以
前
は
荒
見

村
又
は
安
良
見
村
）
に
所
在
す
る
北
家
（
又
は

喜
多
家
）
は
、
中
世
以
来
当
地
の
土
豪
で
あ
り
、

近
世
初
期
に
は
紀
州
藩
よ
り
六
十
人
者
地
士
に

任
じ
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
荒
見
村
は
近
世
を

通
し
て
高
野
山
寺
領
で
あ
っ
た
た
め
、
主
に
「
高

野
山
地
士
」
と
し
て
、
領
主
で
あ
る
高
野
山
の

寺
院
に
仕
え
て
い
ま
し
た
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、

北
家
文
書
に
は
「
家
文
書
」
以
外
に
も
中
世
の

土
地
に
関
す
る
資
料
を
は
じ
め
、
そ
の
詳
細
が

ま
だ
わ
か�

っ
て
い
な�

い
「
高
野�

山
地
士
」�

に
関
連
す�

る
資
料
、�

村
政
に
関�

す
る
資
料
、�

そ
し
て
地�

域
の
産
土�

で
あ
る
九�

頭
大
明
神�

と
そ
の
宮�

座
に
関
す�

る
資
料
が�

多
く
含
ま�

れ
て
い
ま�

す
。
こ
れ
ら
の
資
料
は
、
紀
州
藩
領
と
比
べ
て

ま
だ
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
高
野
山
寺
領
の

村
々
と
そ
の
支
配
に
つ
い
て
も
、
新
た
な
歴
史

的
事
実
を
私
達
に
教
え
て
く
れ
る
こ
と
で
し
ょ

う
。�

　
ま
た
、
明
治
前
期
に
は
当
主
北
長
左
衛
門
が

戸
長
等
公
の
職
務
を
歴
任
し
、
明
治
一
三
年
か

ら
一
五
年
に
は
那
賀
郡
長
を
勤
め
て
い
た
た
め
、

近
代
の
役
場
業
務
に
関
す
る
資
料
も
多
く
残
っ

て
い
ま
す
。
そ
し
て
近
代
資
料
中
に
は
、
当
家

が
医
師
で
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
関
係
の

も
の
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。�

　
こ
の
他
、
近
世
末
期
に
当
家
に
一
時
身
を
寄

せ
て
い
た
幕
末
の
儒
学
者
森
田
節
斎
に
関
す
る

資
料
や
書
な
ど
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。�

　
な
お
こ
の
目
録
は
、
当
館
閲
覧
室
を
は
じ
め

県
の
関
連
施
設
と
県
内
各
市
町
村
立
図
書
館
・

教
育
委
員
会
や
博
物
館･

資
料
館
等
に
も
配
布

し
て
い
ま
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。�

������

　
江
戸
時
代
の
紀
州
に
は
、
紀
州
藩
領
の
他
に

高
野
山
寺
領
二
万
一
三
〇
〇
石
（
学
侶
領
・
行

人
領
・
修
理
領
等
）
が
、
紀
ノ
川
南
側
の
伊
都
・

那
賀
郡
域
の
中
に
あ
り
ま
し
た
。�

　
安
永
五
（
一
七
七
六
）
年
、
こ
の
高
野
山
寺

領
で
大
規
模
な
一
揆
が
起
こ
り
ま
し
た
。
高
野

山
が
領
地
の
再
検
地
を
お
こ
な
い
、
年
貢
を
増

や
そ
う
と
し
た
の
で
す
が
、
こ
の
年
は
作
況
が

悪
く
、
年
貢
を
増
や
さ
れ
て
は
大
変
で
す
。
騒

動
は
寺
領
全
体
に
広
が
り
、
各
地
で
集
会
が
開

か
れ
、
頭
取
（
代
表
）
達
は
要
求
を
ま
と
め
高

野
山
と
交
渉
を
続
け
ま
し
た
が
、
一
一
月
一
日

に
は
学
侶
領
村
人
数
千
人
が
高
野
山
へ
登
り
（
惣

登
り
）
、
村
支
配
の
責
任
者
で
あ
る
年
預
坊
へ

押
し
寄
せ
、
寺
側
が
夫
料
減
免
等
の
要
求
を
認

め
て
騒
動
は
お
さ
ま
り
ま
し
た
。�

　
し
か
し
そ
の
後
高
野
山
は
幕
府
寺
社
奉
行
へ

訴
え
出
、
取
り
調
べ
の
結
果
、
安
永
七
年
閏
七

月
に
は
騒
動
に
荷
担
し
た
人
々
を
処
罰
す
る
判

決
が
お
り
ま
し
た
。�

　
首
謀
者
六
人
は
獄
門
（
処
刑
の
上
さ
ら
し
首
）
、

地
士
一
五
人
は
苗
字
帯
刀
取
り
上
げ
、
庄
屋
二

一
二
人
は
過
料
（
罰
金
）
銭
一
〇
貫
文
ず
つ
、

年
寄
八
四
人
は
同
じ
く
銭
三
貫
文
ず
つ
、
一
般

民
衆
二
二
九
八
人
に
は
村
過
料
一
七
七
貫
文
を

課
す
（
資
料
１
よ
り
）�

　
判
決
は
こ
の
よ
う
に
厳
し
い
も
の
で
し
た
が
、

人
々
の
要
求
は
認
め
ら
れ
た
ま
ま
で
し
た
。
江

戸
時
代
は
支
配
者
の
力
が
強
く
一
般
の
人
々
は

苦
し
い
生
活
を
し
な
が
ら
も
従
順
で
あ
っ
た
よ

う
に
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
数
千
の
人
々
が
大

一
揆
を
起
こ
し
、
処
罰
と
引
き
替
え
に
自
分
達

の
要
求
を
認
め
さ
せ
る
と
い
う
よ
う
な
、
大
き

な
動
き
も
あ
っ
た
の
で
す
。
（
こ
の
資
料
は
現

在
閲
覧
室
で
展
示
中
で
す
）�

�

　
資
料
１
「
御
戴
許
証
文
之
写
」
。
こ
の
判
決

を
写
し
た
帳
面
で
、
前
半
に
処
罰
、
後
半
に
は

一
揆
に
加
わ
ら
な
か
っ
た
人
々
へ
の
褒
美
等
も

記
さ
れ
て
い
ま
す
。
（
ア
二
二
六
番
）�

　
資
料
２
、
こ
の
一
揆
に
荷
担
せ
ず
忠
勤
に
励

ん
だ
湯
浅
清
左
衛
門
に
、
褒
美
と
し
て
永
代
帯

刀･

苗
字
を
許
し
、
地
士
と
す
る
事
を
仰
せ
付

た
免
許
状
で
す
。
（
カ
九
一-
一-

二
番
）�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鎌
田
　
和
栄
）�

文書館だより�

展
示
物
の
紹
介�

安
永
の
高
野
山
寺
領
大
一
揆
の
記
録�

　
　
　
北
一
夫
氏
旧
蔵
北
家
文
書
よ
り�

７�

『
収
蔵
史
料
目
録
六
』
の
発
刊�

　
　
　
　
粉
河
町
荒
見
北
一
夫
氏
旧
蔵�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
北
家
文
書
目
録�

資料１�資料２�
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文
書
館
で
は
、
県
内
の
個
人
の
お
宅
や
蔵
、

寺
社
等
で
保
存
さ
れ
て
い
る
記
録
類
（
古
文
書

等
）
が
ど
こ
に
、
ど
ん
な
状
態
で
あ
る
か
（
所

蔵
者
と
保
存
環
境
）
を
確
認
す
る
「
民
間
所
在

資
料
保
存
状
況
調
査
」
を
行
っ
て
い
ま
す
。
平

成
十
六
・
十
七
年
度
は
橋
本
市
・
伊
都
郡
、
有

田
市
・
有
田
郡
を
調
査
地
域
と
し
て
、
七
月
か

ら
始
ま
り
ま
し
た
。
本
調
査
は
平
成
九
年
度
か

ら
県
内
各
地
域
を
順
番
に
行
っ
て
い
る
も
の
で
、

他
地
域
で
は
七
五
〇
件
の
調
査
を
行
っ
て
既
に

終
了
し
て
い
ま
す
。
今
回
で
全
県
下
を
一
巡
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。�

　
こ
の
調
査
で
は
、
県
内
の
民
間
に
あ
っ
て
、

地
域
の
あ
ゆ
み
が
記
さ
れ
て
い
る
文
書
等
の
所

在
の
確
認
と
と
も
に
、
保
存
状
況
（
環
境
）
も

調
査
し
て
、
所
蔵
者
の
方
々
に
保
存
上
の
ア
ド

バ
イ
ス
を
行
い
ま
す
。
調
査
結
果
は
、
こ
れ
ら

記
録
類
の
今
後
の
散
逸
や
破
損
を
防
止
し
、
さ

ら
な
る
未
来
へ
伝
え
る
た
め
の
基
礎
資
料
と
し

ま
す
。
調
査
対
象
は
江
戸
時
代
以
前
の
古
文
書

に
限
定
し
た
も
の
で
は
な
く
、
明
治
か
ら
平
成

に
至
る
近
現
代
の
文
書
・
記
録
等
も
対
象
に
し

て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
も
古
文
書
と
同
様
、
地
域

の
あ
ゆ
み
を
遺
す
貴
重
な
資
料
だ
か
ら
で
す
。�

　
平
成
七
年
の
阪
神
淡
路
大
震
災
の
際
、
地
域

の
文
書
等
の
所
在
情
報
を
把
握
で
き
て
い
な
か

っ
た
被
災
地
で
は
、
長
年
伝
え
ら
れ
て
い
た
文

書
等
の
多
く
が
散
逸
し
て
し
ま
っ
た
そ
う
で
す
。

そ
の
様
な
万
一
の
災
害
が
起
き
た
場
合
等
に
す

ば
や
く
対
応
で
き
る
よ
う
に
所
在
情
報
を
収
集

し
ま
す
。
ま
た
、
保
存
状
況
も
調
査
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
日
頃
の
保
存
対
策
に
も
役
立
て
ま
す
。�

　
調
査
は
、
各
市
町
村
担
当
の
民
間
所
在
資
料

調
査
員
（
各
市
町
村
の
歴
史
に
詳
し
い
方
で
す
。
）

が
訪
問
・
電
話
等
に
よ
っ
て
行
い
ま
す
。
所
蔵

者
か
ら
の
聞
き
取
り
が
中
心
で
、
資
料
の
解
読

や
整
理
、
お
預
か
り
（
持
ち
出
し
）
は
行
い
ま

せ
ん
。
資
料
の
保
管
場
所
や
入
れ
物
等
、
ご
く

基
本
的
な
こ
と
を
お
尋
ね
す
る
調
査
で
す
。
文

書
館
は
、
調
査
結
果
を
基
に
、
虫
や
カ
ビ
の
害

を
防
止
し
て
資
料
を
良
好
な
状
態
で
保
存
し
、

貴
重
な
記
録
が
こ
れ
か
ら
も
残
り
続
け
る
よ
う

に
す
る
た
め
に
、
必
要
に
応
じ
て
ご
協
力
を
さ

せ
て
い
た
だ
く
予
定
で
す
。�

　
民
間
所
在
資
料
調
査
員
が
調
査
に
う
か
が
っ

た
際
に
は
是
非
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
な

お
、
調
査
員
は
、
身
分
を
証
明
す
る
「
民
間
所

在
資
料
調
査
員
証
」
を
持
っ
て
い
ま
す
の
で
ご

確
認
下
さ
い
。�

�

　
各
市
町
村
民
間
所
在
資
料
調
査
員�

＊
橋
本
市
・
伊
都
郡�

　
・
橋
本
市
　
　
　
吉
田
　
亘�

　
・
か
つ
ら
ぎ
町
　
谷
澤
和
好�

　
・
高
野
口
町
　
　
北
川
秀
臣�

　
・
九
度
山
町
　
　
藤
田
富
和�

　
・
高
野
町
　
　
　
藤
岡
尚
子�

　
・
花
園
村
　
　
　
尾
上
角
兵
衛�

＊
有
田
市
・
有
田
郡�

　
・
有
田
市
　
　
　
　
山
義
弘�

　
・
湯
浅
町
　
　
　
垣
内
　
貞�

　
・
広
川
町
　
　
　
辻
岡
五
郎�

　
・
吉
備
町
　
　
　
木
根
道
好�

　
・
金
屋
町
　
　
　
吉
松
良
治�

　
・
清
水
町
　
　
　
林
口
泰
治�

����

○
　
閲
覧
室
受
付
に
あ
る
目
録
等
で
必
要
な
資

　
　
料
、
文
書
等
を
検
索
し
、
閲
覧
申
請
書
に

　
　
記
入
の
う
え
受
付
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
文
書
等
利
用
の
受
付
は
閉
館
30
分
前
ま
で

　
　
で
す
。�

○
　
閲
覧
室
書
棚
に
配
架
し
て
い
る
行
政
資
料
、

　
　
参
考
資
料
は
自
由
に
閲
覧
し
て
く
だ
さ
い
。�

○
　
複
写
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
複
写
承
認

　
　
申
請
書
に
記
入
の
う
え
受
付
に
提
出
し
て

　
　
く
だ
さ
い
。
複
写
サ
ー
ビ
ス
は
有
料
で
す
。�

��

　�火
曜
日
〜
金
曜
日
　
　
午
前
10
時
〜
午
後
６
時�

土
曜
日
・
日
曜
日
　
　
午
前
10
時
〜
午
後
５
時�

５
月
５
日
・
11
月
３
日
午
前
10
時
〜
午
後
５
時�

���

○
　
月
曜
日
・
国
民
の
休
日
（
５
月
５
日
・
11�

　
　
月
３
日
を
除
く
。
た
だ
し
、
そ
の
日
が
月

　
　
曜
日
に
あ
た
る
と
き
は
そ
の
翌
日
）�

○
　
年
末
年
始
（
12
月
28
日
〜
１
月
４
日
）�

○
　
館
内
整
理
日
（
毎
月
初
日
・
１
月
５
日
・

　
　
月
の
初
日
が
月
曜
日
の
と
き
は
翌
日
も
休

　
　
館
）�

○
　
特
別
整
理
期
間
（
毎
年
６
月
中
に
10
日
間
）�

����

����

　
和
歌
山
バ
ス
高
松
バ
ス
停
下
車
徒
歩
約
３
分�

　
JR
和
歌
山
駅
か
ら
バ
ス
で
20
分�

　
南
海
電
鉄
和
歌
山
市
駅
か
ら
バ
ス
で
20
分�

������������������

文書館だより�

至
和
歌
山
イ
ン
タ
ー�

至海南�

至
天
王
寺�

●市役所�

県庁�
　●�紀ノ川�

紀ノ川大橋�

　　　　　　●�
サンピア和歌山�

和歌山県立文書館�

至和歌浦�

車庫前�
バス停�

けやき大通り�

国
体
道
路�

高松�
バス停�

和歌山城�

JR
紀
勢
本
線�

JR
和
歌
山
駅�

N

南
海
和
歌
山
市
駅�

中
央
通
り（
国
道
42
号
線
）�

◇ホームページアドレス◇�

http://www.wakayama-lib.go.jp/monjyo/montop.htm

文

書

館

の

利

用

案

内�

◇

利

用

方

法

◇�

◇

交
通
の
ご
あ
ん
な
い

◇�

◇

開

館

時

間

◇�

◇

休

館

日

◇�

和
歌
山
県
立
文
書
館
だ
よ
り
　
第
15
号�

　
平
成
16
年
９
月
30
日
　
発
　
行�

　
編
集
・
発
行
　
和
歌
山
県
立
文
書
館�

　
〒
六
四
一
ー
〇
〇
五
一�

　
和
歌
山
市
西
高
松
一
丁
目
七
―
三
八�

　
　
　
　
　
　
　
き
の
く
に
志
学
館
内�

　
電
　
話
　
〇
七
三
―
四
三
六
―
九
五
四
〇�

　
Ｆ
Ａ
Ｘ
　
〇
七
三
―
四
三
六
―
九
五
四
一�

　
印
　
刷
　
有
限
会
社
隆
文
社
印
刷
所�

橋
本
市
・
伊
都
郡
、
有
田
市
・
有
田
郡
で�

　
　
　
民
間
所
在
資
料
保
存
状
況
調
査
始
ま
る�

８�
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